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市第 69 号議案「横浜市道路占用料条例」の 

一部改正について 

 

１ 道路占用料の改定 

  本市の道路占用料の改定時期につきましては、従来から国の改定時期に合わせ行

ってまいりました。 

このたび平成 20 年１月 18 日付けの道路法施行令の改正に伴い、本市においても

道路占用料を改定します。（平成 20 年第１回定例会にて報告済） 

 (1)  道路占用料改定の背景 

現行の道路占用料は、平成８年４月に改定して以来 12 年が経過しており、国

の改定を踏まえ、適正な道路占用料に設定する必要が生じています。 

 (2)  道路占用料の算定 

道路占用料の算定基礎となる道路価格は、前回の改定時において土地価格の高

騰の緩和策として国と同額としていましたが、今回は全国と本市の地価水準が

著しく異なるため、本市の固定資産税評価額を基に算定することとします。 

(3)  道路占用料の改定時期 

国は、平成 20 年１月 18 日に政令を改正し、同年４月１日から施行しています 

が、他都市との足並みを揃え、平成 21 年４月１日から実施することとします。 

 

２ 今回改定の道路占用料 

 (1)  道路占用料の算定式 

 道路占用料 ＝ 道路価格 × 占用面積 × 使用料率 × （修正率） 

 (2)  道路価格 

ア  平均地価格（電柱や電線、地下埋設管等） 

    109,260 円（現行価格：  118,100 円） 

イ 商業地価格（看板や旗ざお、工事用仮囲い等） 

    270,168 円（現行価格：1,007,100 円） 

 (3)  国に準じた使用料率及び修正率の変更 

  ア 使用料率 

・定額物件：現行 2.6％から 3.6％（平均地価格）、3.14％（商業地価格） 

・定率物件：現行 1.8％から 2.52％ 

  イ 修正率 ：上空は現行 2/3 から 5/10、地下は現行 1/3 から 3/10 

    

３ 新たな占用物件「応急仮設建築物」の追加 

 平成 20 年１月 18 日の道路法施行令の改正に準じ、災害時等に迅速な対応が行え 

るよう「応急仮設建築物」を新たな占用物件として項を設けます。 

現  行 改 正 後 

令第７条第７号に掲げる施設及び自動車駐車場 令第７条第７号に掲げる施設及び自動車駐車場

― 令第７条第８号に掲げる応急仮設建築物 

令第７条第９号に掲げる器具 令第７条第９号に掲げる器具 
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条例一部改正説明資料 

                                                               道 路 局 管 理 課 

 

「横浜市道路占用料条例」の一部改正について 

 

１ 道路占用料の一部改正 

（１）道路占用料改正の背景 

ア 本市の道路占用料については、平成８年４月に改定されて以来 12 年が経過しており、国

の改正を踏まえ、適正な道路占用料に設定する必要が生じたこと。 

イ 国は平成 20 年１月 18 日にて政令を改正し、同年４月１日から施行していますが、他都市

と足並みを揃え、平成 21 年４月１日より実施することとしました。 

  

（２）本市の道路価格 

道路価格は、本市の固定資産評価額の平均地及び商業地の価格を用い、国に準じ本市道路交

通センサスにおける沿道地目の構成比率により算定します。 

区 分  今 回 価 格 前 回 価 格 前々回価格 

国 52,595 円 118,100 円 30,800 円
平 均 地 

本市 109,260 円 118,100 円 38,677 円

国 456,052 円 1,007,100 円 213,500 円
商 業 地 

本市 270,168 円 1,007,100 円 153,314 円

    ・平均地価格を用いる物件：電柱や電線、地下埋設管等 

    ・商業地価格を用いる物件：看板や旗ざお、幕やアーチ等 

   ※１ 前回価格は、急激な土地価格高騰の緩和策として国と同額としています 

   ※２ 商業地価格が大幅に下落していることから、看板等の道路占用料が下がるため、中小

企業等への負担が軽減されることとなります。 

 

（３）道路占用料の改正の内容 

   地下埋設管路の管区分径細分化、使用料率・修正率の変更（政令の基準と同一） 

 【主な改正項目】 

改 正 項 目 改 正 後 改 正 前 

道 路 価 格 平成 19 年度固定資産税評価額を用いる。 
国の道路価格と同額 

（平成６年度固定資産税評価額） 

定額物件（平均地価格を用いる物件）：3.6％ 

定額物件（商業地価格を用いる物件）：3.14％ 
定額物件：2.6％ 

使 用 料 率 

定率物件：2.52％ 定率物件：1.8％ 

上空：5/10 上空：2/3 
修 正 率 

地下：3/10 地下：1/3 

埋 設 管 ９区分 ６区分 

   ※１ 定額…道路占用料の額を個別具体に定める物件（例：電柱や地下埋設管、看板等）       

※２ 定率…近傍類似の土地の時価に、一定の率を乗じて道路占用料を求める物件 

（例：地下室や地下街、高架の道路の路面下に設ける駐車場など） 

  

２ 新たな占用物件の追加 
  道路法施行令の改正に準じ、「応急仮設建築物」を新たな占用物件として項を設けます。 
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